
「ねんきん定期便」の見本を使って、見方についてご案内します。
A先生の令和７年１０月末に届いた５５歳時点の「ねんきん定期便」を見てみましょう。

※下記ねんきん定期便（見本）は、令和７年６月末（誕生日の４か月前）までの情報で仮定して掲載しています。

ご自分の将来の年金見込額を知るために

「ねんきん定期便」の見方ガイド� 短期組合員の方は当共済組合の長期給付事業の対象外ですので、日本年金機構のホームページ等でご確認ください

■ 年齢別の記載内容
ねんきん定期便は年齢によって記載内容が異なります。

年齢 様式 記載内容等
50歳未満

（下記節目年齢を除く） はがき ・�これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、�
過去1年の納付状況

節目年齢（35歳・45歳） 封筒 ・�これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、�
年金加入履歴、国民年金保険料の納付状況、厚生年金保険の標準報酬月額

50歳以上60歳未満
（下記節目年齢を除く） はがき ・�これまでの年金加入期間、60歳まで働くと仮定した場合の年金見込額、�

保険料の納付額、過去1年の納付状況

節目年齢（59歳） 封筒
・�これまでの年金加入期間、60歳まで働くと仮定した場合の年金見込額、�
保険料の納付額、年金加入履歴、国民年金保険料の納付状況、厚生年金保険
の標準報酬月額

60歳以降
（厚生年金保険に加入中のみ） はがき

・�これまでの年金加入期間、現時点での年金見込額、保険料の納付額、�
過去1年の納付状況
・年金受給者は金額等が「*」で表示される

Q1 ねんきん定期便は、いつ頃届くのですか？　また、何が分かりますか？

A1 ねんきん定期便は、毎年、お誕生月の25日前後（1日生まれの方のみ、誕生月の前月の25日前後）に、組合員
のご自宅に届きます。ねんきん定期便をご覧いただくことで、ご自身が65歳を迎えられた時に受け取れる老齢年
金の見込額や、これまでの公的年金への加入状況が分かります。ご自身の年金記録を必ずご確認ください。

Q2 今年のねんきん定期便を受取りましたが、一部の欄が「＊」で表示されていました。なぜでしょうか？

A2 ねんきん定期便は、組合員の人事異動や再就職などで加入する共済組合が変わった場合には、情報の反映に時
間を要し（情報反映が間に合わず）、「＊」と表示されたり、前歴の年金加入期間が反映されていなかったりするこ
とがあります。なお、転勤や転職がある方などで、１年以上前の公務員期間において、年金加入期間や月別状況
等に「もれ」や「誤り」があると思われた場合は共済組合へお問合せください。

Q3 ねんきん定期便が引越し前の住所に届きました（改姓前の氏名で届きました）。なぜでしょうか？

A3 ねんきん定期便は、誕生月の約４か月前の情報で作成されているため、所属所での住所（氏名）変更の手続時期に
よっては、ねんきん定期便の住所（氏名）の更新が間に合わない場合があります。

Q4 正規教職員（都立大や関東中央病院等を含む）に採用される前の年金加入期間に「もれ」や「誤り」が
あるのですが、どうすればよいでしょうか。

A4 公立学校共済組合東京支部の一般組合員となる前に加入していた実施機関にご相談ください。
⃝ �一般厚生年金および国民年金期間（民間企業、臨時的任用教職員、非常勤職員等）　�
➡ 日本年金機構（0570-05-1165）

● �私学厚生年金期間（私立学校教職員）➡ 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部（03-3813-5291）
● �他の公務員厚生年金期間（他道府県の教職員、東京都の知事部局の事務職員など）�
➡ 当時加入していた共済組合へ

問合せ先 給付貸付課年金担当　　  03-5320-6828

離婚時の年金分割の請求期限について
かがやき秋号（№578号）P21でお知らせしました離婚時の年金分割制度の請求期限が変更されます。
令和８年４月１日以降に離婚等をした場合、年金分割の請求期限が２年から５年に延長されます。
なお、令和８年３月３１日以前に離婚等をした場合の請求期限は従前どおり２年であるため、請求
期限の違いには十分ご注意ください。

学生 民間企業に勤務 教員（地方公務員）

国民年金に加入
30か月

一般厚生年金に加入
12か月

公務員厚生年金に加入
387か月※

20歳
（平成1年10月）

A先生
公立学校共済組合
一般組合員
昭和４４年１０月生まれ 22歳7か月

（平成4年4月）
55歳9か月

（令和7年6月）

＜見本＞下記の金額等はあくま
でも仮定の数値のため、実態と
は乖離することがあります。

記載金額：「年額」となります。
加入期間：誕生日の４か月前までの加入期間
見 込 額：60歳まで勤めた場合の見込額※

※�50歳以上の場合。詳細は次ページ �
■ 年齢別の記載内容 を参照してください。
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❶ 国民年金にのみ加入していた期間
�第1号被保険者…�20歳から60歳までの自営業者・農業者・学生・無職の方など
�第3号被保険者…�厚生年金・共済年金加入者（国民年金第2号被保険者）に扶養されている方

❷ 民間企業などの従業員や非常勤教員等で、一般厚生年金に加入していた期間
❸ 公務員の一般組合員として、公務員厚生年金に加入していた期間

支
給
見
込
額

❹ １階部分　老齢基礎年金（国民年金）の見込額（❶～❸を基に算出）
��20歳から60歳まで40年間加入した場合、年金額は満額で831,700円/年(令和７年度)�
未加入の期間がある場合は、加入月数に応じて年金額が算出

❺ ２階部分　老齢厚生年金（厚生年金）の見込額
��報酬比例部分 	  報酬に比例し、平均標準報酬（月）額と加入期間に基づき算出される年金
�経過的加算部分 	  �特別支給の老齢厚生年金の「定額部分相当」の金額と、老齢基礎年金との差額に相当し、

20歳未満や60歳以降の厚生年金保険の加入期間を年金額に反映させるための年金

❻ 旧３階部分　経過的職域加算額（共済年金）の見込額
�平成27年９月末までの公務員共済組合の加入期間の報酬に比例し、平均給与（給料）月額と加入期間で算出
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23歳7か月
（平成5年4月）

ねんきん定期便についてよくある Q&A
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